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令和７年１２月（第１１回）役員会議事要旨 

 

日 時 令和７年１２月２５日（木）１３：３０～１４：４９ 

場 所 ウェブ会議システム「Microsoft Teams」を利用 

出席者 ８／８ 

那須学長、三村理事、菅理事、前田理事、小代理事、阿部理事、佐藤理事、藤原理事 

陪席者 松本監事、小原監事、佐藤（法）副学長、鈴木教員懲戒等審査委員会委員長 

 

○ 議 事 

１ 審議事項 

（１）職員の処分について（陪席制限） 

学長から、教員の懲戒処分に係る概要について説明の後、学長の指名により、鈴木

教員懲戒等審査委員会委員長から、資料（画面共有）に基づき、経緯等に係る詳細に

ついて説明があった。懲戒処分の量定について審議の結果、停職２月とすることを承

認するとともに、被処分者への通知等今後の対応については、原案のとおり進めるこ

とが承認された。 

 

（２）諸規則の改正について 

三村理事から、資料１に基づき、国立大学法人岡山大学職員就業規則の一部改正に

ついて、改正理由及び改正内容の説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。 

本件が全学的・組織的なハラスメント防止対策の強化を目的とした一部改正である

ことから、ハラスメント防止対策の具体的な方策に係る種々の意見交換を行った。三

村理事からハラスメント防止対策２０２５による組織的な未然防止対策について、ま

た、学長からハラスメント根絶宣言の策定について、それぞれの取組に係る説明があ

った。 

 

２ その他 

（１）常勤理事の選出方法の改善（案）について 

学長から、本件は、十分に議論した上で進めるという意味合いでその他の事項とし

て議題登録を行った旨の説明の後、資料２に基づき、今後、国立大学法人として単な

る大学の運営ではなく、財政面を含めた戦略的な経営が重要となることから、本学が

「研究大学」としての大学経営をそのプロフェッショナルに担わせる組織へと進化（深

化）することを目的とし、常勤理事の選出方法について一定の制度化を図っていくこ

と、また、教員のみならず、職員やＵＡ職からも常勤理事候補者を育成する体制構築

を進めていくことの方針が示された。 

続いて、三村理事から、常勤理事選出方法の変更（案）及び常勤理事候補者の育成

（案）の詳細について、説明があった。 

陪席者である佐藤（法）副学長から、１月開催の定例記者発表における本件の取扱

について、本件が審議事項ではなくその他の議事とされていることから、公表の可否

に係る質問があり、学長から、差し支えないものと考える旨の発言があった。 

佐藤理事から、学外人材の常勤理事への登用の方向性について質問があり、学長か

ら、本制度上可能であることの発言があった。 
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 小代理事から、今後、外部に発表していくに当たり、本件を審議事項に切り替え、

この場で役員会としての承認を得ることの提案があり、議長である学長がこれを了承

した。 

審議の結果、規程整備や各取組に係る詳細は更なる検討を要するものの、方向性と

して承認された。 

 

以 上  


